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債 務 負 担 行 為 補 正 
期 間 

限度額 

（設定額） ページ 事   項 

30～31 
長崎市民会館指定管理 

（男女共同参画推進センター） 
令和８年度から 

令和 12年度まで 

千円 

２１４，４３０  

30～31 
長崎市民会館指定管理 

（文化ホール、市民体育館、中央公民館） 

令和８年度から 

令和 12年度まで 

千円 

８１１，２７０  

 
  

長崎市民会館の管理において、株式会社ＮＢＣソシアを指定管理者として指定するにあたり、指定期間である

令和８年度から令和 12年度までの指定管理委託料 1,025,700 千円（市民生活部所管分 214,430 千円、教育委員

会の所管分 811,270 千円）について、債務負担行為の設定を行うもの。 

 
 

（１）限度額の年度内訳                               （単位：千円） 
 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 合計 

男女共同参画推進センター 
（市民生活部所管分） 

42,397 42,386 42,798 43,214 43,635 214,430 

文化ホール、市民体育館、中央公
民館（教育委員会所管分） 

160,403 160,364 161,922 163,496 165,085 811,270 

総 額 202,800 202,750 204,720 206,710 208,720 1,025,700 

 
   

２ 債務負担行為限度額の内訳 

１ 債務負担行為の目的 
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（２）限度額の積算内訳の現指定期間との比較（総額）                 （単位：千円） 
 

区分 主な内訳 
現指定期間の 

債務負担行為限度額 
（令和３年度～令和７年度） 

次期指定期間の 
債務負担行為限度額 

（令和８年度～令和 12 年度） 
比較 

支出 

人件費 給料、手当、法定福利費 333,500 446,350 112,850 

需用費 
消耗品費、光熱水費、印刷

製本費など 
250,000 320,000 70,000 

役務費 通信運搬費、手数料など 25,000 27,630 2,630 

委託料 
清掃業務、警備業務、各種

点検業務など 
400,000 317,450 ▲82,550 

使用料及び賃借料 パソコンリース料など 18,500 27,000 8,500 

その他 公課費、事務管理費など 189,375 149,876 ▲39,499 

修繕料  20,000 29,000 9,000 

合計(A) 1,236,375 1,317,306 80,931 

収入 

施設使用料 文化ホール、市民体育館など 186,075 163,500 ▲22,575 

附属設備使用料 文化ホール、市民体育館など 119,750 122,100 2,350 

その他 庁舎負担金など - 6,006 6,006 

合計（B） 305,825 291,606 ▲14,219 

指定管理委託料 (A)-(B) 930,550 1,025,700 95,150 

 
増減の主な要素 

・人件費の増（舞台管理業務を直接雇用で行うこと及び労務単価の上昇による増） 
・需用費の増（物価高騰による光熱水費の増） 
・委託料の減（舞台管理業務を直接雇用で行うことによる減） 
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（３）限度額の各年度ごとの積算内訳（総額）                    （単位：千円） 
 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 合 計 

支出 

人件費 87,500 88,380 89,260 90,150 91,060 446,350 

需用費 62,000 63,000 64,000 65,000 66,000 320,000 

役務費 5,000 5,250 5,510 5,790 6,080 27,630 

委託料 62,300 62,900 63,500 64,300 64,450 317,450 

使用料及び賃借料 4,600 5,000 5,400 5,800 6,200 27,000 

その他 30,056 28,850 29,660 30,260 31,050 149,876 

修繕料 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 29,000 

合計(A) 257,256 259,180 263,130 267,100 270,640 1,317,306 

収入 

施設使用料 30,100 31,400 32,700 34,000 35,300 163,500 

附属設備使用料 23,270 23,890 24,510 25,130 25,300 122,100 

その他 1,086 1,140 1,200 1,260 1,320 6,006 

合計（B） 54,456 56,430 58,410 60,390 61,920 291,606 

指定管理委託料 (A)-(B) 202,800 202,750 204,720 206,710 208,720 1,025,700 
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事業費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

男女共同参画推進センター 
（市民生活部所管分） 

214,430 - - - - 214,430 

文化ホール、市民体育館、中央公

民館（教育委員会所管分） 
811,270 - - - - 811,270 

総 額 1,025,700 - - - - 1,025,700 

 

３ 財源内訳 

（単位：千円） 
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